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宇 都 宮 市 高 齢 者 等 地 域 活 動 支 援 ポ イ ン ト 事 業 

ポイント交換のご案内 
 

 

 

 

 宇都宮市高齢者等地域活動支援ポイント事業（以下「ポイント事業」）で令和７年度及び令和６年度に貯めたポイント（未

申請の方のみ）の交換申請の受付を、上記期間にて行います。詳しい交換内容については２ページの「令和８年度 ポイント

交換先一覧」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ポイントの交換にあたっては、宇都宮市介護保険第１号被保険者であることや介護保険料が完納されて

いることを確認するため、６５歳以上の方は「介護保険被保険者番号」を申請書に記入していただく必要が

あります。なお、６５歳未満の方は、氏名及び住所、生年月日により住民登録の有無を確認します。 

 

「介護保険被保険者番号」を必ず記入してください  

 

 

 

 

令和８年度版 

 ポイント交換の方法 

● 令和８年度ポイント交換の対象となるポイント 

①  令和７年度に貯めたポイント 
   ②  令和６年度に貯めたポイント （未申請の方のみ） 
                ※ それぞれの年度分のポイントを合算することはできません。 

● ポイント交換申請に必要なもの 

① ポイント交換申請書 
② ポイント台帳 （令和７年度分 オレンジ色 または 令和６年度分 桃色） 

※「介護保険料」（普通徴収で納付書払いの方のみ）に交換を希望される場合は、 

介護保険料の納付書を併せてご提出ください。 

● 申請する場所 

管理運営機関  宇都宮市社会福祉協議会 

住    所： 宇都宮市中央１－１－１５ 市総合福祉センター８階 
ボランティアセンター内 ポイント事業受付窓口 

受付時間： 午前９時００分～午後５時００分（土日・祝日を除く月曜日～金曜日） 
※ 駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。 

自家用車でお越しの方で、駐車場が満車の場合は、近隣の有料駐車場などをご利用ください。 

（駐車料金はご負担をお願いします） 

● 申請方法 

申請に必要なものを上記管理運営機関に持参または送付してください。 

● 交換内容 

２ページの「令和８年度 ポイント交換先一覧」をご覧ください。 
・ 交換品は後日、簡易書留にて申請者へ直接送付します。 
・ 交換品が届くまで２か月から３か月程度かかりますので、ご了承ください。 

・ 寄附の受入団体は別紙「令和８年度 寄附受入団体一覧」をご覧ください。 

ボランティアセンターのホームページでもご覧になれます。 
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令和８年度 ポイント交換先一覧                 令和８年４月１日現在 
  

交換先 対象 ポイント数 

１ 茂原健康交流センター  

回数券（６回） 

風呂 
６５歳未満 ２，０５０円 ２１ 

６５歳以上 １，０００円 １０ 

プール 
６５歳未満 ２，５５０円 ２６ 

６５歳以上 １，２５０円 １３ 

風呂と 

プール 

６５歳未満 ３，１００円 ３１ 

６５歳以上 １，５００円 １５ 

２ ろまんちっく村   回数券（６回） 
アグリスパ ４，８５０円 ４９ 

湯処あぐり ３，０００円 ３０ 

３ ろまんちっく村   セット券（1回） アグリスパと湯処あぐり １，３２０円 １４ 

４ 梵天の湯       回数券（８回） 大浴場  ４，８００円 ４８ 

５ 市営駐車場     回数券（３６枚） 

※中央・駅西駐車場、２ヶ所のみの利用です。 
３，０００円券（１００円券３６枚） ３０ 

６ ドリームプールかわち 

プリペイドカード 

３，０００円券（３，３００円分） ３０ 

５，０００円券（５，５００円分） ５０ 

７ 駅東公園プール     回数券（６回） プール １，７３０円 １８ 

８ 市体育館          回数券（６回） トレーニング室 ２，１５０円 ２２ 

９ 清原体育館        回数券（６回） トレーニング室 １，５７０円 １６ 

１０ 雀宮体育館        回数券（６回） トレーニング室 １，５７０円 １６ 

１１ 明保野体育館      回数券（６回） トレーニング室 １，５７０円 １６ 

１２ 河内体育館        回数券（６回） トレーニング室 ５００円 ５ 

１３ 市スケートセンター  回数券（６回） スケート場 ３，８００円 ３８ 

１４ 市弓道場          回数券（６回） 弓道場 ２，６５０円 ２７ 

１５ 宇都宮美術館      補助券 ２，０００円券 ２０ 

１６ 図書カード  

５００円券 ５ 

１，０００円券 １０ 

２，０００円券 ２０ 

３，０００円券 ３０ 

５，０００円券 ５０ 

１７ ＱＵＯカード 

２，０００円券 ２０ 

３，０００円券 ３０ 

５，０００円券 ５０ 

１８ 宝湯        回数券（５回） 風呂 ２，３００円  23 

１９ 大谷資料館 入場券 
大人（高校生以上）  １，０００円 １０ 

小人（小・中学生） ４００円 ４ 

２０ ろまんちっく村 共通商品券 ５００円券 ５ 

２１ 寄附 

（１ポイント１００円） 

ぎんなん基金（市社会福祉協議会） 
善意銀行（市社会福祉協議会ボランティアセンター）  
市老人クラブ連合会 
市シルバー人材センター 
ボランティアセンター登録団体（別紙） 

１～５０ 

２２ 介護保険料 

 （１ポイント１００円） 

宇都宮市介護保険第１号被保険者に限る 
（「普通徴収」で納付書払いの方のみ） 
※ 介護保険第 1号被保険者（６５歳以上の方）で介護保険

料に滞納がある場合は、希望する交換先にかかわらず、

介護保険料にポイント交換となります。 

１～５０ 



- 3 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q： 

A： 
 
 

Ｑ： 

Ａ： 
 

 

 

 

Q： 

A： 
 
 

Ｑ： 
 

Ａ： 
 
 

Ｑ： 

Ａ： 
 
 
 

Ｑ： 
 

Ａ： 
 

 

Ｑ： 
 

Ａ： 
 
 

Ｑ： 
 

Ａ： 
 
 

 
Q： 

 

Ａ： 

 

介護保険被保険者番号は、どこを見ればわかりますか？ 

介護保険被保険者証（青色）中、「被保険者」の「番号」欄に記載があります。 
詳しくは４ページの「介護保険被保険者証について」をご覧ください。 
 

ポイント交換申請時に、市外に転出している場合は、ポイント交換できますか？ 

ポイント交換申請時（管理運営機関で受付をした日）に、次の場合は交換できませんので
ご注意ください。 
・ ６５歳以上の方          ：宇都宮市の介護保険第１号被保険者でない場合 
・ ６０歳以上６５歳未満の方 ：宇都宮市に住民登録がない場合 
 

ポイント交換に上限はありますか？ 

ポイントは年度単位（４月１日～翌年の３月３１日）で貯めますので、同じ年度の活動に対
するポイント交換の上限も、ポイント付与と同様に５０ポイントです。 
 
貯めたポイントよりポイント交換数が少なく、ポイントに残りがあった場合、残りのポイントで
もう一度交換申請を行うことはできますか？ 

ポイントの交換は申請期間内に１回だけです。残りのポイントで再度申請することはできま
せん。 
 

ポイントの交換先を複数選択することは可能ですか？ 

貯めたポイントの範囲内で、交換先を複数選択することは可能です。ただし、貯めたポイン
ト数よりポイント交換数の方が多い場合は、希望する交換先のうちポイント数が低いものか
ら削除します。 
 

ポイント台帳を紛失し、新しい台帳を再交付してもらった後に、紛失したポイント台帳が出
てきました。この場合、両方の台帳でポイント交換申請はできますか？ 

紛失したポイント台帳が見つかった場合は、同じ年度のポイントであれば合算することがで
きますので、ポイント交換申請時にすべての台帳を提出してください。 
 

令和７年度に貯めたポイントの交換申請が令和８年９月３０日に間に合いませんでした。令
和７年度に貯めたポイントは無効になりますか？ 

令和９年４月１日～９月３０日にも交換申請することができます。ただし、他の年度分のポイ
ントと合算することはできません。 
 
令和６年度に貯めたポイントの交換申請をまだしていませんが、交換申請をすることができ
ますか？ 

令和８年４月１日～９月３０日に交換申請することができます。なお、今回の交換申請期間
を過ぎますと、令和６年度に貯めたポイントは交換出来ませんので、ご注意ください。 
 

 
介護保険料に交換する際、納付書の金額がポイント交換額より大きい場合の差額はどうし
たらいいですか？ 

申請後、高齢福祉課から、納付書の金額からポイント交換額を引いた残りの額の納付書
を郵送します。 

 

 ポイント交換Ｑ＆Ａ 
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○ ６５歳になる前日までに郵送で交付されます。 

○ ポイント交換申請の際に、介護保険被保険者証に 
記載された「被保険者」の「番号」が必要です。 

 

○ 詳しくは高齢福祉課に直接お問い合わせください。 

介護保険料グループ ：６３２－２９０８ 

福祉サービスグループ：６３２－２３68 

 

問い合わせ先（申請や相談等の受付窓口） 
 

管理運営機関  宇都宮市社会福祉協議会  
〒320-0806  宇都宮市中央 1-1-15 宇都宮市総合福祉センター８階 

ボランティアセンター内 ポイント事業受付窓口 

電話 ： 028-614-8011    

FAX ： 028-614-8012 

Email ： miya-vc@ap.wakwak.com 

 
午前９時００分～午後５時００分 

       （土日・祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日） 

◎ ポイントシール 

・ 地域貢献活動（青色） ・ 健康づくり活動（ピンク色） 

ホームページは・・・ 

◎ ポイントカード 

 令和 ７年度の「ポイント台帳」 「ポイントシール」 「ポイントカード」 

 「介護保険被保険者証」について 

◎ ポイント台帳（オレンジ色） 

〇 ６５歳になる前日までに郵送で交付されます 

〇 ポイント交換の際に、介護保険被保険者証に 

   記載された「被保険者」の「番号」が必要です 

 

〇 詳しくは高齢福祉課に直接お問い合わせください 

      介護保険グループ     ６３２－２９０８ 

      福祉サービスグループ  ６３２－２３６０ 

mailto:miya-vc@ap.wakwak.com

